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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年１月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 不明（平成２４年１０月３０日 ０４時００分ごろ～１１月１日 １

８時１５分ごろの間） 

発生場所 不明（青森県大間町大間港～北海道えりも町襟
えり

裳
も

岬の南南東方沖の

間） 

事故調査の経過  平成２４年１１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が行方不明のため

行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 長代
ちょうよう

丸、４.８トン 

 ＡＭ３－３６７８５（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.６８ｍ（Lr）×２.９４ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２４３kＷ（動力漁船登録票による）、平成７年５

月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年８月２０日 

  免許証交付日 平成２３年８月１５日 

         （平成２９年２月４日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２４年１０月３０日０４時０

０分ごろ、まぐろ一本釣り漁のため、大間港を出港した。 

 まぐろはえ縄漁船の船長は、０７時１５分ごろ、操業を終えて大間

港北西方約４～５海里付近を同港へ向けて南南東進中、右舷前方に北

～北東進する本船を認め、本船の前方を通過した際、まぐろ一本釣り

漁船のふだんの操業海域から少し離れていると思ったが、そのほかに

は、特に、本船の異変を感じることはなく、大間港へ向けて航行を続

けた。 

 船長の家族は、船長が、ふだんの帰宅時刻を過ぎても戻らないこと

から不審に思い、船長の携帯電話を呼び出したが、応答がないため、

１６時４０分ごろ、所属漁業協同組合（以下「漁協」という。）に電
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話連絡を行い、漁業無線による本船への通信を依頼した。 

 漁協は、漁業無線で本船を何度も呼び出したが、応答がなく、未だ

本船が大間港へ帰っていないため、操業中の各漁船に情報提供を求

め、１７時３０分ごろ海上保安庁へ通報した。 

 海上保安庁の巡視船、僚船等による捜索が行われたが、本船及び船

長は発見されなかった。 

 捜索中の海上自衛隊航空機は、１１月１日１４時４５分ごろ、襟裳

岬の南南東方６０km 付近において、本船と思われる小型漁船を発見

し、その後、海上保安庁の航空機が本船であることを確認した。 

 海上保安庁の巡視艇は、１８時１５分ごろ、本船に接近して確認し

たところ、本船は、無人で船体に衝突痕等はなく、主機が運転状態で

微速前進しており、操舵室内に携帯電話が残されていた。 

 本船は、巡視船にえい
．．

航されて北海道浦河町浦河港へ入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１８℃ 

 その他の事項 

 

 本船は、ふだん、大間港沖でまぐろ一本釣りの操業を行っていた。 

 漁協に所属するまぐろ一本釣り漁船は、ふだん、早朝に出港して昼

間に操業を行って夕刻に帰っており、そのほとんどが１人乗りであっ

た。また、漁協に所属するまぐろ延縄漁船は、ふだん、夕刻に出港し

て夜間に操業を行って早朝に帰っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、行方不明となった。 

 本船は、１０月３０日０４時００分ごろ大間港を出港した後、ふだ

んの帰宅時間を過ぎても船長が戻らず、家族が船長の携帯電話に架電

しても応答しないことから不審に思い、１６時４０分ごろ漁協に電話

連絡を行い、漁協が本船に漁業無線で呼び出したが、応答がなく、そ

の後、１１月１日１８時１５分ごろ、襟裳岬の南南東方沖において、

巡視艇が本船は無人であることを確認したことから、この間におい

て、船長が落水した可能性があると考えられるが、落水した状況を明

らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が大間港を出港した後、船長が落水したことにより

発生した可能性があると考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漁業無線や携帯電話を使用し、漁協及び自宅との定時連絡を行う

ことが望ましい。 

 


